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　平成 10（1998）年の地方自治法改

正（実施は平成 12（2000）年）により、

東京大都市地域（特別区の区域）の制度改革が行われました。この法改正が、平成 12

年改革といわれるものです。昭和 27（1952）年以来、都が広域自治体と特別区の区

域の基礎的な自治体を兼ね、各特別区は都の内部的団体（制限自治区）とされていま

したが、平成12年改革により、都は広域の自治体に、各特別区は市と同じ基礎的な自

治体に明確に位置づけられたのです。一方、特別区の区域である大都市地域の行政の

一体性・統一性を確保するために、通常市の仕事とされているものでも一体的に行う

必要がある事務を都が処理する特例があり、その特別な役割分担に応じて都と特別区

の間で財源を分ける必要があります。しかし、「都が特例として行う市の仕事」の範囲

について、過去の都区協議を通じても明確にされていないため、財源配分のあり方が

未解決の課題となっています。

　現行の都区間の配分割合は、平成 12 年改革前の配分割合である 44% をベースにし

て、そこにその後の制度変更等を反映させた、「暫定的な配分割合」とも言えるものな

のです。
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　平成に入って以降の地方自治法改正の動きとして、平成 6（1994）年に広域連

合が規定され、平成 26（2014）年には、新たな広域連携制度として、連携協約

と事務の代替執行が創設されました。

第 5 章 自治体の連携 第 5 章 自治体の連携第 5 章 自治体の連携 第 5 章 自治体の連携

33



5

34

44 1911

26 2014

5

( ) ( )

117

1,392

6,815

3 

227

445

467

資料：『地方公共団体間の事務の共同処理の状況調（令和５年 7 月 1 日現在）』（総務省
自治行政局市町村課）
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　まず、連携の形態別に、設置数と構成等団体数をみると、図表 5-1 のように、一部事

務組合と事務の委託が顕著に多くなっています。しかし、平成 26 年の地方自治法改正

による共同処理の形態の増加後初めてとなる平成28年7月１日現在で行われた調査に

よると、形態別設置数は、広域連合 116、一部事務組合 1,493、事務の委託 6,443、事

務の代替執行 2、協議会 202、機関等の共同設置 444、連携協約 175 であり、この間、

一部事務組合は減少、事務の委託と連携協約が増加していることがわかります。
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区分とその他に分けて、

　一部事務組合と事務の委託は、数が多く、かつ広範囲の仕事を扱っています。

また、広域連合と協議会も、設置数は少ないながら、幅広い仕事を扱います。こ

れに対し、機関等の共同設置は、仕事の範囲が特化する傾向にあります。

　仕事でみた場合、第１次産業振興や環境衛生は一部事務組合と事務の委託で大

部分を占める一方、厚生福祉はその２つの他、広域連合や機関等の共同設置等、

様々な連携の形がとられています。なかには 75 歳以上の方々の医療保険である

後期高齢者医療のように、広域連合の設置が法定されているものもあります（高

齢者の医療の確保に関する法律第 48条）。地域開発計画は、新しい制度である連携協約

の活用数が既存の仕組みの設置数に近づいているという特徴があります。
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2.

1

2

3.

1

20 2008 12 26 39

3
2021 4 1 140 127

自治体どうしの連携は、地方自治法に定められた方法に限りません。仕事に

よっては、根拠となっている法律が、その目的を実現するために、連携を認めた

り促進したりするものも少なくありません。

 当協議会が平成 21（2009）年2月に行った調査によると、回答555市区中、個別

法による協定等を締結している自治体は362（65.2%）あり、消防組織法に基づい

て消防の相互応援協定や救急業務応援協定を結ぶ自治体が最も多く77％を占めて

います。次いで、道路法や河川法、下水道法などに基づく、自治体の境界にある

道路や河川等の管理に関する協定（18.5%）、そして学校教育法に基づき、全部又

は一部児童のための小学校事務の委託（約13%）などとなっています。  
このほかにも、災害時の広域相互応援協定（災害対策基本法）、保育所広域入所

委託（児童福祉法）、要介護認定調査の嘱託（介護保険法）、図書館資料の相互貸

借協定（図書館法）などの事例があります。 
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22..他他のの法法律律にに基基づづくく連連携携  

（（11））各各種種個個別別法法にによよるる協協定定等等  

自治体どうしの連携は、地方自治法に定められた方法やかたちだけではなく、

さまざまなかたちの連携があります。また、仕事によっては、根拠となっている

法律が、その目的を実現するために、連携を認めたり促進したりするものも少な

くありません。 
平成 21（2009）年に行われた調査（次頁）によると、回答 555市区中、個別法

による協定等を締結している自治体は 362（65.2%）あり、消防組織法に基づい
て消防の相互応援協定や救急業務応援協定を結ぶ自治体が最も多く 76.8％を占め
ています。次いで、道路法や河川法、下水道法などに基づく、自治体の境界にあ

る道路や河川等の管理に関する協定（18.5%）、そして学校教育法に基づき、全部
又は一部児童のための小学校事務の委託（約 13%）などとなっています。 
このほかにも、災害時の広域相互応援協定（災害対策基本法）、保育所広域入

所委託（児童福祉法）、要介護認定調査の嘱託（介護保険法）、図書館資料の相互

貸借協定（図書館法）などの事例があります。 
 
（（22））民民法法上上のの契契約約にによよるる連連携携  

法人としての自治体が互いに、自らの意思と責任で民事上の契約を結んで仕事

の一部を行う連携の方法があります。 
例えば、和歌山県北山村では、上下北山衛生一部事務組合（構成団体：奈良県

上北山村、下北山村）と民事上の委託契約を結んで、ごみの焼却処分を行ってい

ます。 
 

33..法法にによよららなないい連連携携  

（（11））政政府府のの要要綱綱にによよるる連連携携  

政府が推進する方策の要綱により自治体間で連携するかたちがあります。 
例えば、平成 20（2008）年 12月 26日総行応第 39号「定住自立圏構想推進要

綱」に基づき、中心市の都市機能と周辺市町村の魅力を活用して、相互に役割分担

し、連携・協力して、全体で必要な生活機能を確保するために、中心市とその周辺

市町村が結ぶ「定住自立圏形成協定」又は定住自立圏形成方針があり、令和 5（2023）
年 11月 1日時点で、140市が中心市宣言を行い、130圏域で定住自立圏形成協定
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自立圏共生ビジョンを策定、また 129 圏域（542 市町村）で定住自立圏形成協定

締結又は定住自立圏形成方針を策定しています。 
 
（（22））協協定定・・覚覚書書・・申申合合せせ等等にによよるる連連携携  

法律の根拠によらない協定等による自治体間の連携は、前出の平成 21（2009）
年に行われた調査によると、回答 555 市区の 75%にあたる 415 市区が取り交わし

ており、その約 8 割にあたる 329 市区が災害対策基本法や消防組織法によらない

防災や災害時の応援に関する協定を結んでいます。このほかに、災害時応援以外

の職員の派遣や職員の交流・共同研修協定、広域救急医療、広域観光連携の推進

協定、一般廃棄物の広域処理に関する協定、ごみ処理の広域基本計画、隣接市の

火葬場利用の取り決めなどもあり、自主的で、法律によらないゆるやかな自治体

間連携の広がりがうかがわれます。 
 

地方行財政調査資料 都市版 第6426号 

『『都都市市のの自自治治体体間間のの連連携携等等にに関関すするる調調べべ  ((HH2211年年22月月現現在在))』』  
 

公益財団法人特別区協議会が、平成21（2009）年2月、一般社団法人地方行財政調査

会に依頼して行った調査結果をまとめたものです。 

調査対象自治体は、806市区（悉皆＝783市＋東京23区） 

調査票の回収は、555市区（535市、20区）から回答（回収率68.9%）を得ました。 

調査の趣旨は、次のとおりです。 

「近年における住民の日常生活圏の広域化、行政ニーズの高度化、地方分権の進展に伴い市町

村では合併が行われてきた。その市町村合併が進んだ後であっても行政能力の補完、事務の効率

的処理、広域行政の必要性の観点から事務の共同化などがさらに求められている。その中には広

域連合や一部事務組合などの現行制度もあるが、より緩やかな地方公共団体の協力体制も考えら

れる。 

そこで各地方公共団体における事務の共同処理、連携の取り組み状況等を調べ、今後の参考

とする。」 

  
 

  

調調査査資資料料のの紹紹介介 

 

◇ 一部事務組合は 98%の市区が参加 
◆「協議会」は 3 分の 2、「事務委託」は半数強の市区で実施（地方自治法第 2 編 11 章第 3 節関連） 
◇ 法律に基づく協定・契約等は消防組織法第 39 条（消防の相互応援）が最多、77%が回答 
◆ 法律の根拠によらない自主的な協定等では 8 割の市区から防災・災害時応援協定が挙がる 
◇ その他の連携では歴史・観光資源を軸とするもの目立つ 
◆ 新たな連携の予定がある 147 市区の 4 割が法律によらない自主的連携を検討 

［［調調査査結結果果ののポポイインントト］］ 
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ョンを策定、また 130 圏域で定住自立圏形成協定締結又は定住自立圏形成方針を
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の締結又は定住自立圏形成方針を策定、また 130 圏域が定住自立圏共生ビジョン
を策定しています。 
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携の広がりがうかがわれます。 
 

地方行財政調査資料 都市版 第6426号 

『『都都市市のの自自治治体体間間のの連連携携等等にに関関すするる調調べべ  ((HH2211年年22月月現現在在))』』  
 

公益財団法人特別区協議会が、平成21（2009）年2月、一般社団法人地方行財政調
査会に依頼して行った調査結果をまとめたものです。 

調査対象自治体は、806市区（悉皆＝783市＋東京23区） 

調査票の回収は、555市区（535市、20区）から回答（回収率68.9%）を得ました。 

調査の趣旨は、次のとおりです。 

「近年における住民の日常生活圏の広域化、行政ニーズの高度化、地方分権の進展に伴い市

町村では合併が行われてきた。その市町村合併が進んだ後であっても行政能力の補完、事務の

効率的処理、広域行政の必要性の観点から事務の共同化などがさらに求められている。その中

には広域連合や一部事務組合などの現行制度もあるが、より緩やかな地方公共団体の協力体制

も考えられる。 

そこで各地方公共団体における事務の共同処理、連携の取り組み状況等を調べ、今後の参考

とする。」 

  
 
  

調調査査資資料料のの紹紹介介 

 

◇ 一部事務組合は 98%の市区が参加 
◆「協議会」は 3 分の 2、「事務委託」は半数強の市区で実施（地方自治法第 2 編 11 章第 3 節関
連） 
◇ 法律に基づく協定・契約等は消防組織法第 39条（消防の相互応援）が最多、77%が回答 
◆ 法律の根拠によらない自主的な協定等では 8割の市区から防災・災害時応援協定が挙がる 
◇ その他の連携では歴史・観光資源を軸とするもの目立つ 
◆ 新たな連携の予定がある 147市区の 4割が法律によらない自主的連携を検討 

［［調調査査結結果果ののポポイインントト］］ 
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（1）協定・覚書・申合せ等 

　特別区では、様々な分野で独自の申し合わせを行っています。

　国民健康保険制度は、誰もが安心して医療を受けられる制度で、国などの支出

金と加入者の保険料で各自治体が運営しています。このため、保険料や給付水準

は各自治体がその事情によって決めることになっています。

　特別区では、昭和 34（1959）年 12 月の制度発足以来、東京都の調整条例によっ

てどの区でも同じ率になるように決められていましたが、平成 12（2000）年の都

区制度改革によって調整条例が廃止されたため、各区がそれぞれ決めることがで

きるようになりました。しかし、医療保険制度の広域化の動きがあったこと等か

ら、保険者の再編や統合等の抜本的な見直しが行われるまでの間は、23 区の区域

内は、同じ所得、同じ世帯構成のときは同じ保険料となるように、保険料率を共

通基準として決めて、各区の条例をこの基準に合わせるという統一保険料方式を

とることを 23 区で申し合わせ、実施してきました。

　国民健康保険法の改正により、平成 30 年度から、都が都内全域の国民健康保険

財政運営の責任主体となりました。これを受けて、毎年、都は都内すべての医療

費等を賄うために必要な額として区市町村ごとに請求する納付金の額を元に、区

市町村別の標準的な保険料率を示しています。しかし、実際に被保険者に賦課す

る保険料率については、原則として、引き続き、統一保険料方式により運用して

います。

　また、給与や任用制度なども、特別区では、採用、昇任、給料表、昇給等に共

通基準をつくり、23 区がお互いに協力しながら連帯して実施しています。この共

通基準のうち、職員の勤務条件に関することは、特別区統一交渉として、各区長

が指名した副区長などの交渉委員が代表となり、特別区職員労働組合連合会と東

京清掃労働組合本部との間で交渉を行っています。なお、特別区職員労働組合連

合会と東京清掃労働組合本部も 23 区それぞれの労働組合が連合したものです。

　特別区長が集まる「特別区長会」という任意団体があります。特別区長会は、

特別区どうしの連携を図り、区政の円滑な運営や自治の進展の助けになるように

つくられました。市長会等と違い、都区財政調整に関する協議、国民健康保険制

度や職員の勤務条件などの共通基準の協議、統一交渉の基準の協議などを行って

います。

　このほか、特別区では区長会の下に副区長会を置き、その下に必要な会議体を

置いています。総務部長会、人事・研修担当課長会、企画・財政担当部長会、財

政課長会等があり、23 区の関係する部署の部長、課長がメンバーとなって、区長

会から下命された事柄を検討します。
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　特別区長が集まる「特別区長会」という任意団体があります。特別区長会は、

特別区どうしの連携を図り、区政の円滑な運営や自治の進展の助けになるように
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政課長会等があり、23 区の関係する部署の部長、課長がメンバーとなって、区長

会から下命された事柄を検討します。

　区民からの見えやすさは、その組織の透明性と、区民が組織をコントロールできる

かどうかで判断できるでしょう。区民は、一部事務組合の仕事の利益を間接的に受け

ることができるため、一部事務組合に対して監査請求をすることができます。また、

区民が選んだ代表が一部事務組合の議会を構成しますので、区民のコントロールが働

かないとは言えません。さらに、広域連合は、現在のところ、特別区のみで組織した

ものはありませんが、直接区民の選挙で連合長と議員を決めることもできます。この

公選の議員の議会は、広域連合の仕事を直接チェックし、条例の制定や改廃などに関

わります。また、直接請求を行うことができますので、一部事務組合以上に見えやす

く、コントロールがしやすいしくみです。

　一方、東京都が行った場合はどうでしょうか。現在、東京都は特別区から預かった「基

礎的な自治体が行うべき仕事」と広域の自治体の仕事とを分けずに一体として管理し

ています。決算も一体で行っているので、それぞれの仕事の決算の内訳は算出されて

おらず、特別区の分の仕事にかかる費用を私達が知ることが難しくなっています。こ
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れでは透明性が確保できません。まずは、それぞれのお金の流れを明確にする必要が

ありますし、住民のコントロールがより働くようにする必要があるでしょう。

　このようなことを踏まえて「基礎的な自治体が行うべき仕事」を特別区がやるべき

か、東京都がやるべきかを考えていくべきはないでしょうか。
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